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(57)【要約】
【課題】相対的に大面積化した表示装置に効果的に用い
ることができる薄膜トランジスタを提供する。
【解決手段】薄膜トランジスタ、及びこれを備えた表示
装置、並びにその製造方法において、本発明の実施形態
に係る薄膜トランジスタは、基板上に形成されたアクテ
ィブ層と、前記アクティブ層の一部領域の上に形成され
たゲート絶縁膜パターンと、前記ゲート絶縁膜パターン
の一部領域の上に形成されたゲート電極と、前記ゲート
絶縁膜パターン及び前記ゲート電極を覆うエッチング防
止膜パターンと、前記アクティブ層及び前記エッチング
防止膜パターンの上に形成されたソース部材及びドレイ
ン部材とを含む。
【選択図】図３



(2) JP 2011-199245 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたアクティブ層と、
　前記アクティブ層の一部領域の上に形成されたゲート絶縁膜パターンと、
　前記ゲート絶縁膜パターンの一部領域の上に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート絶縁膜パターン及び前記ゲート電極を覆うエッチング防止膜パターンと、
　前記アクティブ層及び前記エッチング防止膜パターンの上に形成されたソース部材及び
ドレイン部材と、
　を含む薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記ゲート絶縁膜パターンと前記エッチング防止膜パターンは、互いに同一のパターン
にパターニングされる、請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔する、請求項１に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成される、請求項３に記載
の薄膜トランジスタ。
【請求項５】
　前記エッチング防止膜パターンは、前記ソース部材及び前記ドレイン部材と異なるエッ
チング選択比を有する、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、
　前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間
に配置されたドレインオーミックコンタクト層を含む、請求項４に記載の薄膜トランジス
タ。
【請求項７】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜で形成される、請求項６に
記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
　基板上にアクティブ層を形成する段階と、
　前記アクティブ層の一部領域の上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜の一部領域の上にゲート電極を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜及び前記ゲート電極を覆うエッチング防止膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜及び前記エッチング防止膜を共にパターニングして、同一のパターン
にゲート絶縁膜パターン及びエッチング防止膜パターンを形成する段階と、
　前記アクティブ層及び前記エッチング防止膜パターンの上にソース部材及びドレイン部
材を形成する段階と、
　を含む薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項９】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔する、請求項８に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１０】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成される、請求項９に記載
の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１１】
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　前記エッチング防止膜パターンは、前記ソース部材及び前記ドレイン部材と異なるエッ
チング選択比を有する、請求項８乃至１０のいずれか一項に記載の薄膜トランジスタの製
造方法。
【請求項１２】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、
　前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間
に配置されたドレインオーミックコンタクト層を含む、請求項１１に記載の薄膜トランジ
スタの製造方法。
【請求項１３】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜で形成される、請求項１２
に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、化学
気相成長法によって形成される、請求項１３に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１５】
　基板上に形成されたアクティブ層と、
　前記アクティブ層の一部領域の上に形成されたゲート絶縁膜パターンと、
　前記ゲート絶縁膜パターンの一部領域の上に形成されたゲート電極と、
　前記ゲート絶縁膜パターン及び前記ゲート電極を覆うエッチング防止膜パターンと、
　前記アクティブ層及び前記エッチング防止膜パターンの上に形成されたソース部材及び
ドレイン部材と、
　を含む表示装置。
【請求項１６】
　前記ゲート絶縁膜パターンと前記エッチング防止膜パターンは、互いに同一のパターン
にパターニングされる、請求項１５に記載の表示装置。
【請求項１７】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔する、請求項１５に記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成される、請求項１７に記
載の表示装置。
【請求項１９】
　前記エッチング防止膜パターンは、前記ソース部材及び前記ドレイン部材と異なるエッ
チング選択比を有する、請求項１５に記載の表示装置。
【請求項２０】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、
　前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間
に配置されたドレインオーミックコンタクト層を含む、請求項１９に記載の表示装置。
【請求項２１】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜で形成される、請求項２０
に記載の表示装置。
【請求項２２】
　前記アクティブ層と同一層に形成された第１キャパシタ電極、前記第１キャパシタ電極
の上に形成されたゲート絶縁膜パターン、及び前記ゲート絶縁膜パターンの上に前記ゲー
ト電極と同一素材で形成された第２キャパシタ電極を含むキャパシタをさらに含む、請求
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項１５乃至２１のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２３】
　前記キャパシタは、前記エッチング防止膜パターンを介して前記第２キャパシタ電極上
に形成されたダミーオーミックコンタクト層、及び前記ダミーオーミックコンタクト層上
に形成されたダミー電極をさらに含む、請求項２２に記載の表示装置。
【請求項２４】
　前記第１キャパシタ電極、前記ゲート絶縁膜パターン、前記エッチング防止膜パターン
、前記ダミーオーミックコンタクト層、及び前記ダミー電極は、互いに同一のパターンに
形成される、請求項２３に記載の表示装置。
【請求項２５】
　前記基板上に形成された有機発光素子をさらに含む、請求項２２に記載の表示装置。
【請求項２６】
　前記基板上に形成された液晶層をさらに含む、請求項２２に記載の表示装置。
【請求項２７】
　基板上にアクティブ層を形成する段階と、
　前記アクティブ層の一部領域の上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜の一部領域の上にゲート電極を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜及び前記ゲート電極を覆うエッチング防止膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜及び前記エッチング防止膜を共にパターニングして、同一のパターン
にゲート絶縁膜パターン及びエッチング防止膜パターンを形成する段階と、
　前記アクティブ層及び前記エッチング防止膜パターンの上にソース部材及びドレイン部
材を形成する段階と、
　含む表示装置の製造方法。
【請求項２８】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔する、請求項２７に記載の表示装置の製造方法。
【請求項２９】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成される、請求項２８に記
載の表示装置の製造方法。
【請求項３０】
　前記エッチング防止膜パターンは、前記ソース部材及び前記ドレイン部材と異なるエッ
チング選択比を有する、請求項２７に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３１】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、
　前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間
に配置されたドレインオーミックコンタクト層を含む、請求項３０に記載の表示装置の製
造方法。
【請求項３２】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜で形成される、請求項３１
に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３３】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、化学
気相成長法によって形成される、請求項３２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記アクティブ層と同一層に形成された第１キャパシタ電極、前記第１キャパシタ電極
の上に形成されたゲート絶縁膜パターン、及び前記ゲート絶縁膜パターンの上に前記ゲー
ト電極と同一素材で形成された第２キャパシタ電極を含むキャパシタを形成する段階をさ
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らに含む、請求項２７乃至３３のいずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記キャパシタは、前記エッチング防止膜パターンを介して前記第２キャパシタ電極上
に形成されたダミーオーミックコンタクト層、及び前記ダミーオーミックコンタクト層上
に形成されたダミー電極をさらに含む、請求項３４に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３６】
　前記第１キャパシタ電極、前記ゲート絶縁膜パターン、前記エッチング防止膜パターン
、前記ダミーオーミックコンタクト層、及び前記ダミー電極は、互いに同一のパターンに
形成される、請求項３５に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３７】
　前記基板上に有機発光素子を形成する段階をさらに含む、請求項２７に記載の表示装置
の製造方法。
【請求項３８】
　前記基板上に液晶層を形成する段階をさらに含む、請求項２７に記載の表示装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ、及びこれを備えた表示装置、並びにそれら薄膜トランジ
スタ及び表示装置の製造方法に関し、より詳しくは、大面積化した表示装置に効果的に用
いることができる薄膜トランジスタ構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機発光表示装置及び液晶表示装置などのような大部分の平板型表示装置は、薄膜トラ
ンジスタを含む。特に、低温多結晶シリコン薄膜トランジスタ（LTPS TFT）は電子移動度
（carrier mobility）に優れて幅広く用いられている。
【０００３】
　一般に、多結晶シリコン薄膜トランジスタのソース領域とドレイン領域にそれぞれ形成
されるオーミックコンタクト層は、イオンシャワー（ion shower）やイオンインプランタ
（ion implanter）を通じて形成された。オーミックコンタクト層は、アクティブ層と電
極との間の接触抵抗を減少させる役割を果たす。
【０００４】
　しかし、表示装置が大型化するほど、イオンシャワーまたはイオンインプランタを使用
してオーミックコンタクト層を形成することが困難であるという問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、相対的に大面積化した表示装置に効果的に用いることができる薄
膜トランジスタを提供することを目的とする。
【０００６】
　また、前記薄膜トランジスタを備えた表示装置を提供することを目的とする。
【０００７】
　さらに、前記薄膜トランジスタ及び表示装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態によれば、薄膜トランジスタは、基板上に形成されたアクティブ層と
、前記アクティブ層の一部領域の上に形成されたゲート絶縁膜パターンと、前記ゲート絶
縁膜パターンの一部領域の上に形成されたゲート電極と、前記ゲート絶縁膜パターン及び
前記ゲート電極を覆うエッチング防止膜パターンと、前記アクティブ層及び前記エッチン
グ防止膜パターンの上に形成されたソース部材及びドレイン部材とを含む。
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【０００９】
　前記ゲート絶縁膜パターンと前記エッチング防止膜パターンは、互いに同一のパターン
にパターニングすることができる。
【００１０】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔することができる。
【００１１】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成することができる。
【００１２】
　前記薄膜トランジスタにおいて、前記エッチング防止膜パターンは前記ソース部材及び
前記ドレイン部材と異なるエッチング選択比を有することができる。
【００１３】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び
前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間に配置されたドレインオーミックコンタクト
層を含むことができる。
【００１４】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン（hydrogenated amorphous s
ilicon、ａ－Ｓｉ：Ｈ）膜で形成することができる。
【００１５】
　また、本発明の実施形態によれば、薄膜トランジスタの製造方法は、基板上にアクティ
ブ層を形成する段階と、前記アクティブ層の一部領域の上にゲート絶縁膜を形成する段階
と、前記ゲート絶縁膜の一部領域の上にゲート電極を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜
及び前記ゲート電極を覆うエッチング防止膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜及び前
記エッチング防止膜を共にパターニングして、同一のパターンにゲート絶縁膜パターン及
びエッチング防止膜パターンを形成する段階と、前記アクティブ層及び前記エッチング防
止膜パターンの上にソース部材及びドレイン部材を形成する段階とを含む。
【００１６】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔することができる。
【００１７】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成することができる。
【００１８】
　前記薄膜トランジスタの製造方法において、前記エッチング防止膜パターンは前記ソー
ス部材及び前記ドレイン部材と異なるエッチング選択比を有することができる。
【００１９】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び
前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間に配置されたドレインオーミックコンタクト
層を含むことができる。
【００２０】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜で形成することができる。
【００２１】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、化学
気相成長法（chemical vapor deposition、ＣＶＤ）によって形成することができる。
【００２２】
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　また、本発明の実施形態によれば、表示装置は、基板上に形成されたアクティブ層と、
前記アクティブ層の一部領域の上に形成されたゲート絶縁膜パターンと、前記ゲート絶縁
膜パターンの一部領域の上に形成されたゲート電極と、前記ゲート絶縁膜パターン及び前
記ゲート電極を覆うエッチング防止膜パターンと、前記アクティブ層及び前記エッチング
防止膜パターンの上に形成されたソース部材及びドレイン部材とを含む。
【００２３】
　前記ゲート絶縁膜パターンと前記エッチング防止膜パターンは、互いに同一のパターン
にパターニングすることができる。
【００２４】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔することができる。
【００２５】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成することができる。
【００２６】
　前記エッチング防止膜パターンは、前記ソース部材及び前記ドレイン部材と異なるエッ
チング選択比を有することができる。
【００２７】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び
前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間に配置されたドレインオーミックコンタクト
層を含むことができる。
【００２８】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜で形成することができる。
【００２９】
　前記表示装置において、前記アクティブ層と同一層に形成された第１キャパシタ電極、
前記第１キャパシタ電極の上に形成されたゲート絶縁膜パターン、及び前記ゲート絶縁膜
パターンの上に前記ゲート電極と同一素材で形成された第２キャパシタ電極を含むキャパ
シタをさらに含むことができる。
【００３０】
　前記キャパシタは、前記エッチング防止膜パターンを介して前記第２キャパシタ電極上
に形成されたダミー（dummy）オーミックコンタクト層、及び前記ダミーオーミックコン
タクト層上に形成されたダミー電極をさらに含むことができる。
【００３１】
　前記第１キャパシタ電極、前記ゲート絶縁膜パターン、前記エッチング防止膜パターン
、前記ダミーオーミックコンタクト層、及び前記ダミー電極は、互いに同一のパターンに
形成することができる。
【００３２】
　前記基板上に形成された有機発光素子をさらに含むことができる。
【００３３】
　前記基板上に形成された液晶層をさらに含むことができる。
【００３４】
　また、本発明の実施形態によれば、表示装置の製造方法は、基板上にアクティブ層を形
成する段階と、前記アクティブ層の一部領域の上にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記
ゲート絶縁膜の一部領域の上にゲート電極を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜及び前記
ゲート電極を覆うエッチング防止膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜及び前記エッチ
ング防止膜を共にパターニングして、同一のパターンにゲート絶縁膜パターン及びエッチ
ング防止膜パターンを形成する段階と、前記アクティブ層及び前記エッチング防止膜パタ
ーンの上にソース部材及びドレイン部材を形成する段階とを含む。
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【００３５】
　前記ソース部材及び前記ドレイン部材は、前記ゲート電極上に位置する所定の空間を介
して互いに離隔することができる。
【００３６】
　前記ソース部材と前記ドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、前記アクティブ層
は前記ソース部材及び前記ドレイン部材と同一のパターンに形成することができる。
【００３７】
　前記エッチング防止膜パターンは、前記ソース部材及び前記ドレイン部材と異なるエッ
チング選択比を有することができる。
【００３８】
　前記ソース部材は、ソース電極、及び前記ソース電極と前記アクティブ層との間に配置
されたソースオーミックコンタクト層を含み、前記ドレイン部材は、ドレイン電極、及び
前記ドレイン電極と前記アクティブ層との間に配置されたドレインオーミックコンタクト
層を含むことができる。
【００３９】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、ｎ型
またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜で形成することができる。
【００４０】
　前記ソースオーミックコンタクト層及び前記ドレインオーミックコンタクト層は、化学
気相成長法によって形成することができる。
【００４１】
　前記表示装置の製造方法において、前記アクティブ層と同一層に形成された第１キャパ
シタ電極、前記第１キャパシタ電極の上に形成されたゲート絶縁膜パターン、及び前記ゲ
ート絶縁膜パターンの上に前記ゲート電極と同一素材で形成された第２キャパシタ電極を
含むキャパシタを形成する段階をさらに含むことができる。
【００４２】
　前記キャパシタは、前記エッチング防止膜パターンを介して前記第２キャパシタ電極上
に形成されたダミーオーミックコンタクト層、及び前記ダミーオーミックコンタクト層上
に形成されたダミー電極をさらに含むことができる。
【００４３】
　前記第１キャパシタ電極、前記ゲート絶縁膜パターン、前記エッチング防止膜パターン
、前記ダミーオーミックコンタクト層、及び前記ダミー電極は、互いに同一のパターンに
形成することができる。
【００４４】
　前記基板上に有機発光素子を形成する段階をさらに含むことができる。
【００４５】
　前記基板上に液晶層を形成する段階をさらに含むことができる。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明の実施形態によれば、薄膜トランジスタは、相対的に大面積化した表示装置に効
果的に用いられることができる。
【００４７】
　また、前記薄膜トランジスタを用いて大面積化した表示装置を効果的に製造することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る表示装置の構造を概略的に示す平面図である。
【図２】図１の表示装置が有する画素回路を示す回路図である。
【図３】図１の表示装置に用いられた薄膜トランジスタ及びキャパシタを拡大して示した
部分断面図である。
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【図４】図３の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図である
。
【図５】図３の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図である
。
【図６】図３の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図である
。
【図７】図３の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図である
。
【図８】図３の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図である
。
【図９】図３の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図である
。
【図１０】図３の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図であ
る。
【図１１】本発明の第２実施形態に係る表示装置に用いられた薄膜トランジスタ及びキャ
パシタを拡大して示した部分断面図である。
【図１２】図１１の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図で
ある。
【図１３】図１１の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図で
ある。
【図１４】図１１の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図で
ある。
【図１５】図１１の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図で
ある。
【図１６】図１１の薄膜トランジスタ及びキャパシタの製造過程を順次に示した断面図で
ある。
【図１７】本発明の第３実施形態に係る表示装置が有する画素回路を示した等価回路図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の種々の実施形態について本発明が属する技術
分野における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。本発明は
種々の相異な形態に実現でき、ここで説明する実施形態に限られない。
【００５０】
　また、明細書の全体にわたって同一または類似する構成要素に対しては同一の参照符号
を付ける。また、種々の実施形態において、第１実施形態以外の実施形態では第１実施形
態とは異なる構成を中心に説明する。
【００５１】
　また、図面における各構成の大きさ及び厚さは、説明の便宜のために任意で示したので
、本発明が必ずしも示されたものに限られることではない。図面において、種々の層及び
領域を明確に表現するために厚さを拡大して示した。また、図面において、説明の便宜の
ために、一部層及び領域の厚さを誇張して示した。層、膜、領域、板などの部分が他の部
分「の上に」または「上に」あるという時、これは他の部分の「すぐ上」にある場合だけ
でなく、その中間に他の部分がある場合も含む。
【００５２】
　以下、図１乃至図３を参照して、本発明の第１実施形態に係る薄膜トランジスタ１０を
含む表示装置１０１について説明する。
【００５３】
　図１に示したように、表示装置１０１は、表示領域（ＤＡ）と非表示領域（ＮＡ）に区
分された基板本体１１１を含む。基板本体１１１の表示領域（ＤＡ）には多数の画素領域
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（ＰＥ）が形成されて画像を表示し、非表示領域（ＮＡ）には一つ以上の駆動回路９１０
、９２０が形成される。ここで、画素領域（ＰＥ）は画像を表示する最小単位の画素が形
成された領域をいう。しかし、本発明の第１実施形態において、必ずしも非表示領域（Ｎ
Ａ）に全ての駆動回路９１０、９２０を形成しなければならないということではなく、駆
動回路９１０、９２０の一部または全部を省略することも可能である。
【００５４】
　図２に示したように、本発明の第１実施形態に係る表示装置１０１は、一つの画素領域
（ＰＥ）ごとに、有機発光素子７０、二つの薄膜トランジスタ１０、２０、及び一つのキ
ャパシタ８０が配置された２Ｔｒ－１Ｃａｐ構造を有する有機発光表示装置である。しか
し、本発明の第１実施形態はこれに限定されるものではない。つまり、表示装置１０１は
、一つの画素領域（ＰＥ）ごとに、三つ以上の薄膜トランジスタと、二つ以上のキャパシ
タが配置された構造を有する有機発光表示装置とすることもできる。また、表示装置１０
１は、別途の配線をさらに形成して多様な構造を有するように形成することも可能である
。このように、追加的に形成される薄膜トランジスタ及びキャパシタのうちの一つ以上は
、補償回路の構成になることができる。
【００５５】
　補償回路は、各画素領域（ＰＥ）ごとに形成された有機発光素子７０の均一性を向上さ
せ、画質に偏差が生じることを抑制する。一般的に、補償回路は２個乃至８個の薄膜トラ
ンジスタを含むことができる。
【００５６】
　また、基板本体１１１の非表示領域（ＮＡ）上に形成された駆動回路９１０、９２０（
図１に図示）も、追加の複数の薄膜トランジスタを含むことができる。
【００５７】
　有機発光素子７０は、正孔注入電極のアノード電極と、電子注入電極のカソード電極、
及びアノード電極とカソード電極との間に配置された有機発光層を含む。
【００５８】
　具体的に、本発明の第１実施形態において、表示装置１０１は、一つの画素領域（ＰＥ
）ごとに第１薄膜トランジスタ１０と第２薄膜トランジスタ２０とを含む。第１薄膜トラ
ンジスタ１０及び第２薄膜トランジスタ２０のそれぞれは、ゲート電極、アクティブ層、
ソース電極、及びドレイン電極を含む。
【００５９】
　図２には、ゲートライン（ＧＬ）、データライン（ＤＬ）、及び共通電源ライン（ＶＤ
Ｄ）と共にキャパシタライン（ＣＬ）が示されているが、本発明の第１実施形態が図２に
示された構造に限定されるわけではない。例えば、キャパシタライン（ＣＬ）は場合によ
って省略することも可能である。
【００６０】
　データライン（ＤＬ）には第２薄膜トランジスタ２０のソース電極が接続され、ゲート
ライン（ＧＬ）には第２薄膜トランジスタ２０のゲート電極が接続される。第２薄膜トラ
ンジスタ２０のドレイン電極は、キャパシタ８０を通じてキャパシタライン（ＣＬ）に接
続される。第２薄膜トランジスタ２０のドレイン電極とキャパシタ８０との間にノードが
形成され、第１薄膜トランジスタ１０のゲート電極が接続される。第１薄膜トランジスタ
１０のドレイン電極には共通電源ライン（ＶＤＤ）が接続され、ソース電極には有機発光
素子７０のアノード電極が接続される。
【００６１】
　第２薄膜トランジスタ２０は、発光させようとする画素領域（ＰＥ）を選択するスイッ
チング素子として使用される。第２薄膜トランジスタ２０が瞬間的に導通すれば、キャパ
シタ８０は蓄電され、この際に蓄電される電荷量はデータライン（ＤＬ）から印加される
電圧の電位に比例する。第２薄膜トランジスタ２０が遮断された状態で、キャパシタライ
ン（ＣＬ）に１フレーム周期で電圧が増加する信号が入力されると、第１薄膜トランジス
タ１０のゲート電位は、キャパシタ８０に蓄電された電位を基準として印加される電圧の
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レベルが、キャパシタライン（ＣＬ）を通じて印加される電圧に沿って上昇する。そして
、第１薄膜トランジスタ１０は、ゲート電位がしきい電圧を越えれば導通する。このこと
により、共通電源ライン（ＶＤＤ）に印加された電圧が第１薄膜トランジスタ１０を通じ
て有機発光素子７０に印加され、有機発光素子７０は発光する。
【００６２】
　このような画素領域（ＰＥ）の構成は上述したものに限定されず、当該技術分野の従事
者が容易に変形して実施できる範囲内で多様に変形可能である。
【００６３】
　以下、図３を参照して、本発明の第１実施形態に係る薄膜トランジスタ１０、２０及び
キャパシタ８０の構造を積層順序に沿って詳細に説明する。薄膜トランジスタ１０、２０
は第１薄膜トランジスタ１０を例に挙げて説明する。
【００６４】
　基板１１１は、ガラス、石英、セラミック、及びプラスチックなどからなる透明な絶縁
性基板で形成される。しかし、本発明の第１実施形態がこれに限定されることではなく、
基板１１１をステンレス鋼などからなる金属性基板で形成することもできる。また、基板
１１１をプラスチックなどで作る場合、フレキシブル（flexible）基板で形成することも
可能である。
【００６５】
　基板１１１上にはバッファ層１２０が形成される。バッファ層１２０は、窒化ケイ素（
ＳｉＮｘ）の単一膜または窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）と酸化ケイ素（ＳｉＯ２）とが積層さ
れた二重膜構造に形成することができる。バッファ層１２０は、不純元素または水分のよ
うな不必要な成分の浸透を防止し、表面を平坦化する役割をすることができる。バッファ
層１２０は、基板１１１の種類及び工程条件によって使用したり省略したりすることがで
きる。
【００６６】
　バッファ層１２０の上にはアクティブ層１３１及び第１キャパシタ電極１３８が形成さ
れる。アクティブ層１３１及び第１キャパシタ電極１３８は多結晶シリコン膜１３００（
図４に図示）をパターニングして形成される。つまり、アクティブ層１３１及び第１キャ
パシタ電極１３８は同一素材で形成される。しかし、本発明の第１実施形態がこれに限定
されることではない。場合により、アクティブ層１３１は非晶質シリコン膜で形成できる
。また、アクティブ層１３１と第１キャパシタ電極１３８を互いに異なる素材で形成する
ことも可能である。
【００６７】
　アクティブ層１３１及び第１キャパシタ電極１３８の上にはゲート絶縁膜パターン１４
０が形成される。具体的に、ゲート絶縁膜パターン１４０はアクティブ層１３１の一部領
域の上と第１キャパシタ電極１３８の全領域上に形成される。つまり、ゲート絶縁膜パタ
ーン１４０は、第１キャパシタ電極１３８の全体をカバーするが、アクティブ層１３１に
対しては一部だけをカバーする。
【００６８】
　ゲート絶縁膜パターン１４０は、テトラエトキシシラン（tetra ethyl ortho silicate
、ＴＥＯＳ）、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）、及び酸化ケイ素（ＳｉＯ２）などのように、当
該技術分野の従事者に公知された多様な絶縁物質のうちの一つ以上を含んで形成される。
【００６９】
　ゲート絶縁膜パターン１４０の上にはゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５８
が形成される。この時、ゲート電極１５１は、アクティブ層１３１のすぐ上に形成された
ゲート絶縁膜パターン１４０の一部領域の上に形成される。反面、第２キャパシタ電極１
５８は、第１キャパシタ電極１３８のすぐ上に形成されたゲート絶縁膜パターン１４０の
全部または一部領域の上に形成することができる。
【００７０】
　ゲート電極１５１と第２キャパシタ電極１５８は同一素材で形成される。ゲート電極１
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５１及び第２キャパシタ電極１５８は、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、アルミニ
ウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、チタニウム（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、及びタングステン
（Ｗ）などのように、当該技術分野の従事者に公知された多様な金属物質のうちの一つ以
上を含んで形成される。
【００７１】
　ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５８の上にはエッチング防止膜パターン１
６０が形成される。具体的に、エッチング防止膜パターン１６０はゲート絶縁膜パターン
１４０の上でゲート電極１５１を覆うように形成される。また、エッチング防止膜パター
ン１６０はゲート絶縁膜パターン１４０の上で第２キャパシタ電極１５８を覆うように形
成される。エッチング防止膜パターン１６０は、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電
極１５８をゲート絶縁膜パターン１４０との間に介して、ゲート絶縁膜パターン１４０と
同一のパターンに共に形成される。
【００７２】
　このように形成された第１キャパシタ電極１５１、第２キャパシタ電極１５８、及びこ
れらの間に配置されたゲート絶縁膜パターン１４０は、キャパシタ８０になる。
【００７３】
　エッチング防止膜パターン１６０は、後述するソースオーミックコンタクト層１７３及
びドレインオーミックコンタクト層１７５と異なるエッチング選択比を有する絶縁物質で
形成される。ここで、エッチング選択比が異なるという意味は、ソースオーミックコンタ
クト層１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７５がエッチングされる時、エッチ
ング防止膜パターン１６０はエッチングされないことをいう。
【００７４】
　エッチング防止膜パターン１６０は、後続工程でゲート電極１５１及び第２キャパシタ
電極１５８を保護し、アクティブ層１３１がエッチングされて損傷することを防止する。
【００７５】
　アクティブ層１３１とエッチング防止膜パターン１６０の上にはソースオーミックコン
タクト層１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７５が形成される。具体的に、ソ
ースオーミックコンタクト層１７２及びドレインオーミックコンタクト層１７５は、エッ
チング防止膜パターン１６０と重畳しないアクティブ層１３１の上からエッチング防止膜
パターン１６０の上にわたって形成される。また、ソースオーミックコンタクト層１７３
とドレインオーミックコンタクト層１７５はゲート電極１５１を介して互いに離隔する。
つまり、ソースオーミックコンタクト層１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７
５はゲート電極１５１上に位置する所定の空間を介して互いに離隔する。
【００７６】
　ソースオーミックコンタクト層１７３とドレインオーミックコンタクト層１７５は、ｎ
型またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン膜１７００（図１０に図示
）で形成される。したがって、本発明の第１実施形態によれば、表示装置１０１の製造工
程でイオンシャワーまたはイオンインプラント工程を省略することができる。
【００７７】
　ソースオーミックコンタクト層１７３とドレインオーミックコンタクト層１７５は、化
学気相成長法によって形成される。しかし、本発明の第１実施形態がこれに限定されるこ
とではなく、当該技術分野の従事者に公知された種々の方法によって形成することも可能
である。
【００７８】
　ソースオーミックコンタクト層１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７５の上
にはそれぞれソース電極１８３及びドレイン電極１８５が形成される。具体的に、ソース
電極１８３及びドレイン電極１８５はそれぞれソースオーミックコンタクト層１７３及び
ドレインオーミックコンタクト層１７５と共に同一のパターンに形成される。したがって
、ソース電極１８３及びドレイン電極１８５もソースオーミックコンタクト層１７３及び
ドレインオーミックコンタクト層１７５と同様に互いに離隔する。
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【００７９】
　ソースオーミックコンタクト層１７３及びソース電極１８３をソース部材といい、ドレ
インオーミックコンタクト層１７５及びドレイン電極１８５をドレイン部材という。上述
した通り、ソース部材及びドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、アクティブ層１
３１はソース部材及びドレイン部材と同一のパターンに形成される。
【００８０】
　このように形成された、アクティブ層１３１、ゲート電極１５１、ソース電極１８３、
及びドレイン電極１８５は、薄膜トランジスタ１０になる。
【００８１】
　また、ソース電極１８３及びドレイン電極１８５も同様に、ゲート電極１５１上に位置
する所定の空間を介して互いに離隔する。つまり、本発明の第１実施形態において、他の
表示装置１０１は、ソース電極１８３及びドレイン電極１８５がゲート電極１５１から水
平方向に離隔した、つまり、重畳しないオフセット（ｏｆｆｓｅｔ）構造の薄膜トランジ
スタ１０を含む。このように、薄膜トランジスタ１０がオフセット構造に形成されれば、
漏洩電流が減少する。そして、エッチング防止膜パターン１６０は、ゲート電極１５１か
らソース電極１８３及びドレイン電極１８５を水平方向に離隔するようにパターニングす
る際に、アクティブ層１３１の一部がエッチングされて損傷することを防止する。
【００８２】
　また、ソース電極１８３及びドレイン電極１８５は、ゲート電極１５１のように当該技
術分野の従事者に公知された多様な金属物質で形成することができる。
【００８３】
　また、図３に図示していないが、キャパシタ８０はエッチング防止膜パターン１６０の
上に形成されたダミーオーミックコンタクト層及びダミー電極をさらに含むことができる
。ダミーオーミックコンタクト層は、ソースオーミックコンタクト層１７３及びドレイン
オーミックコンタクト層１７５と同一層に同一素材で形成することができる。ダミー電極
はソース電極１８３及びドレイン電極１８５と同一層に同一素材で形成することができる
。このように、キャパシタ８０がダミー電極を含むデュアル構造になることも可能である
。
【００８４】
　このような構成により、本発明の第１実施形態に係る表示装置１０１は効果的に大型化
することができる。つまり、表示装置１０１は、多結晶シリコン薄膜トランジスタを用い
ながらも、大面積工程に不利なイオンシャワーまたはイオンインプラント工程を経ずに製
造することができる。
【００８５】
　また、表示装置１０１は、過エッチングを防止して安定的に製造することができる。
【００８６】
　以下、図４乃至図１０を参照して、本発明の第１実施形態に係る薄膜トランジスタ１０
を中心に表示装置１０１の製造方法について説明する。
【００８７】
　まず、図４に示したように、基板１１１上にバッファ層１２０及び多結晶シリコン膜１
３００を形成する。バッファ層１２０は、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）の単一膜または窒化ケ
イ素（ＳｉＮｘ）と酸化ケイ素（ＳｉＯ２）が積層された二重膜構造に形成することがで
きる。多結晶シリコン膜１３００は、バッファ層１２０の上に非晶質シリコン膜（図示せ
ず）を蒸着し、これを結晶化させる方法によって形成することができる。非晶質シリコン
膜を結晶化させる方法としては、熱またはレーザを加えたり金属触媒を利用したりするな
ど当該技術分野の従事者に公知された多様な方法を用いることができる。
【００８８】
　次に、多結晶シリコン膜１３００をパターニングして、図５に示したように、アクティ
ブ層１３１及び第１キャパシタ電極１３８を形成する。この時、アクティブ層１３１及び
第１キャパシタ電極１３８はフォトエッチング工程によってパターニングすることができ



(14) JP 2011-199245 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

る。
【００８９】
　次に、図６に示したように、アクティブ層１３１及び第１キャパシタ電極１３８の上に
ゲート絶縁膜１４００及びゲート金属膜１５００を形成する。そして、ゲート金属膜１５
００をパターニングして、図７に示したように、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電
極１５８を形成する。この時、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５８はフォト
エッチング工程によってパターニングすることができる。
【００９０】
　次に、図８に示したように、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５８の上から
ゲート絶縁膜１４００の上にわたってエッチング防止膜１６００を形成する。エッチング
防止膜１６００は、後述するソースオーミックコンタクト層１７３及びドレインオーミッ
クコンタクト層１７５と異なるエッチング選択比を有する物質で作られる。
【００９１】
　次に、図９に示したように、エッチング防止膜１６００及びゲート絶縁膜１４００を共
にパターニングして、エッチング防止膜パターン１６０及びゲート絶縁膜パターン１４０
を形成する。この時、ゲート絶縁膜パターン１４０はアクティブ層１３１の一部領域の上
に形成され、第１キャパシタ電極１３８は全てをカバーすることができるように形成され
る。エッチング防止膜パターン１６０は、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５
８をゲート絶縁膜パターン１４０との間に介してゲート絶縁膜パターン１４０と同一のパ
ターンに形成される。この時、エッチング防止膜パターン１６０及びゲート絶縁膜パター
ン１４０はフォトエッチング工程によってパターニングすることができる。
【００９２】
　次に、図１０に示したように、エッチング防止膜パターン１６０の上に、ｎ型またはｐ
型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）膜１７００及びデー
タ金属膜１８００を全面にわたって順次に形成する。
【００９３】
　次に、ｎ型またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ
）膜１７００及びデータ金属膜１８００を共にパターニングして、先に図３に示したよう
に、ソースオーミックコンタクト層１７３、ドレインオーミックコンタクト層１７５、ソ
ース電極１８３、及びドレイン電極１８５を形成する。この時、ソースオーミックコンタ
クト層１７３、ドレインオーミックコンタクト層１７５、ソース電極１８３、及びドレイ
ン電極１８５は、フォトエッチング工程によってパターニングする。この時、フォトエッ
チング工程は二重露光またはハーフトーン（half tone）露光工程を含む。
【００９４】
　ソースオーミックコンタクト層１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７５は、
エッチング防止膜パターン１６０と重畳しないアクティブ層１３１の上からエッチング防
止膜パターン１６０の上にわたって形成される。また、ソースオーミックコンタクト層１
７３とドレインオーミックコンタクト層１７５はゲート電極１５１を介して互いに離隔す
る。
【００９５】
　ソース電極１８３及びドレイン電極１８５は、それぞれソースオーミックコンタクト層
１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７５と共に同一のパターンに形成される。
したがって、ソース電極１８３及びドレイン電極１８５もソースオーミックコンタクト層
１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７５と同様に互いに離隔する。
【００９６】
　このように、ソース部材及びドレイン部材が互いに離隔したことを除けば、アクティブ
層１３１はソース部材及びドレイン部材と同一のパターンに形成される。
【００９７】
　また、ソースオーミックコンタクト層１７３、ドレインオーミックコンタクト層１７５
、ソース電極１８３、及びドレイン電極１８５は、ゲート電極１５１と水平方向に離隔す
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る。そして、エッチング防止膜パターン１６０は、ゲート電極１５１からソースオーミッ
クコンタクト層１７３、ドレインオーミックコンタクト層１７５、ソース電極１８３、及
びドレイン電極１８５を水平方向に離隔するようにパターニングする際に、アクティブ層
１３１が損傷することを防止する。具体的に、エッチング防止膜パターン１６０は、アク
ティブ層１３１上に位置するソースオーミックコンタクト層１７３、ドレインオーミック
コンタクト層１７５、ソース電極１８３、及びドレイン電極１８５の端部の下に位置する
。したがって、エッチング防止膜パターン１６０は、エッチング工程で過エッチングを防
止してアクティブ層１３１を保護する。
【００９８】
　また、エッチング防止膜パターン１６０は、ソースオーミックコンタクト層１７３、ド
レインオーミックコンタクト層１７５、ソース電極１８３、及びドレイン電極１８５を形
成する過程で、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５８も保護する。
【００９９】
　また、ソースオーミックコンタクト層１７３及びドレインオーミックコンタクト層１７
５は、ｎ型またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）
膜をパターニングして形成するので、表示装置１０１の製造工程において、大面積工程で
相対的に使用することが困難なイオンシャワーまたはイオンインプラント工程を省略する
ことができる。
【０１００】
　以上のような製造方法により、本発明の第１実施形態に係る表示装置１０１を製造する
ことができる。つまり、大面積化した表示装置１０１を効果的に製造することができる。
具体的に、多結晶シリコン薄膜トランジスタを用いながらも、大面積工程に不利なイオン
シャワーまたはイオンインプラント工程を経ずに表示装置１０１を製造することができる
。
【０１０１】
　また、過エッチングを防止して安定的に表示装置１０１を製造することができる。
【０１０２】
　以下、図１１を参照して、本発明の第２実施形態に係る表示装置１０２について説明す
る。第２実施形態に係る表示装置１０２も有機発光表示装置である。
【０１０３】
　図１１に示したように、本発明の第２実施形態に係る表示装置１０２のソースオーミッ
クコンタクト層２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５は、エッチング防止膜
パターン１６０と重畳する領域を除けば、アクティブ層２３１と同一のパターンに形成さ
れる。そして、ソース電極２８３及びドレイン電極２８５は、それぞれソースオーミック
コンタクト層２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５と同一のパターンに形成
される。
【０１０４】
　ソースオーミックコンタクト層２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５は、
エッチング防止膜パターン１６０と重畳しないアクティブ層１３１の上からエッチング防
止膜パターン１６０の上にわたって形成される。また、ソースオーミックコンタクト層２
７３とドレインオーミックコンタクト層２７５はゲート電極１５１を介して互いに離隔す
る。
【０１０５】
　ソース電極２８３及びドレイン電極２８５は、それぞれソースオーミックコンタクト層
２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５と共に同一のパターンに形成される。
したがって、ソース電極２８３及びドレイン電極２８５もソースオーミックコンタクト層
２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５と同様に互いに離隔する。
【０１０６】
　また、ソースオーミックコンタクト層２７３、ドレインオーミックコンタクト層２７５
、ソース電極２８３、及びドレイン電極２８５は、ゲート電極１５１と水平方向に離隔す
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る。
【０１０７】
　キャパシタ８０は、エッチング防止膜パターン１６０の上に形成されたダミーオーミッ
クコンタクト層２７８、及びダミー抵抗上の接触層(ダミーオーミックコンタクト層)２７
８の上に形成されたダミー電極２８８をさらに含む。ダミー電極２８８は機能なしで形成
することもでき、キャパシタ８０がデュアル構造を有するための構成として用いることも
できる。
【０１０８】
　また、第１キャパシタ電極２３８、ダミーオーミックコンタクト層２７８、及びダミー
電極２８８は、共に同一のパターンに形成される。第１キャパシタ電極２３８はアクティ
ブ層２３１と同一素材に形成される。ダミーオーミックコンタクト層２７８は、ソースオ
ーミックコンタクト層２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５と同一素材に形
成される。ダミー電極２８８はソース電極２８３及びドレイン電極２８５と同一素材に形
成される。
【０１０９】
　このような構成により、本発明の第２実施形態に係る表示装置１０２は、効果的に大型
化することができるだけでなく、製造工程を簡素化することができる。
【０１１０】
　具体的に、アクティブ層２３１、第１キャパシタ電極２３８、ソースオーミックコンタ
クト層２７３、ドレインオーミックコンタクト層２７５、ダミーオーミックコンタクト層
２７８、ソース電極２８３、ドレイン電極２８５、及びダミー電極２８８は、一つのフォ
トエッチング工程によって共に形成することができる。したがって、第１実施形態と比較
して、少なくとも一つのフォトエッチング工程を減らすことができる。
【０１１１】
　また、表示装置１０２は、多結晶シリコン薄膜トランジスタを用いながらも、大面積工
程に不利なイオンシャワーまたはイオンインプラント工程を経ずに製造することができる
。
【０１１２】
　また、表示装置１０２は、過エッチングを防止して安定的に製造することができる。
【０１１３】
　以下、図１２乃至図１６を参照して、本発明の第２実施形態に係る表示装置１０２の製
造方法について説明する。
【０１１４】
　まず、図１２に示したように、基板１１１上にバッファ層１２０、多結晶シリコン膜２
３００、ゲート絶縁膜１４００、及びゲート金属膜１５００を順次に形成する。
【０１１５】
　次に、図１３に示したように、ゲート金属膜１５００をパターニングしてゲート電極１
５１及び第２キャパシタ電極１５８を形成する。この時、ゲート電極１５１及び第２キャ
パシタ電極１５８は、フォトエッチング工程によってパターニングすることができる。
【０１１６】
　次に、図１４に示したように、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５８の上か
らゲート絶縁膜１４００の上にわたってエッチング防止膜１６００を形成する。エッチン
グ防止膜１６００は、後述するソースオーミックコンタクト層２７３及びドレインオーミ
ックコンタクト層２７５と異なるエッチング選択比を有する物質で作られる。
【０１１７】
　次に、図１５に示したように、エッチング防止膜１６００及びゲート絶縁膜１４００を
共にパターニングして、エッチング防止膜パターン１６０及びゲート絶縁膜パターン１４
０を共に形成する。この時、ゲート絶縁膜パターン１４０及びエッチング防止膜パターン
１６０は、多結晶シリコン膜２３００の一部領域の上に形成される。エッチング防止膜パ
ターン１６０は、ゲート電極１５１及び第２キャパシタ電極１５８をゲート絶縁膜パター
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ン１４０との間に介して、ゲート絶縁膜パターン１４０と同一のパターンに形成される。
この時、エッチング防止膜パターン１６０及びゲート絶縁膜パターン１４０は、フォトエ
ッチング工程によってパターニングすることができる。
【０１１８】
　次に、図１６に示したように、エッチング防止膜パターン１６０の上に、ｎ型またはｐ
型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ）膜１７００及びデー
タ金属膜１８００を全面にわたって順次に形成する。
【０１１９】
　次に、ｎ型またはｐ型不純物がドーピングされた水素化非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ：Ｈ
）膜１７００、データ金属膜１８０、及び多結晶シリコン膜２３００を共にパターニング
して、先に図１１に示したように、ソースオーミックコンタクト層２７３、ドレインオー
ミックコンタクト層２７５、ソース電極２８３、ドレイン電極２８５、アクティブ層２３
１、及び第１キャパシタ電極２３８を形成する。この時、ソースオーミックコンタクト層
２７３、ドレインオーミックコンタクト層２７５、ソース電極２８３、ドレイン電極２８
５、アクティブ層２３１、及び第１キャパシタ電極２３８は、フォトエッチング工程によ
ってパターニングされる。
【０１２０】
　ソースオーミックコンタクト層２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５は、
エッチング防止膜パターン１６０と重畳しないアクティブ層２３１の上からエッチング防
止膜パターン１６０の上にわたって形成される。また、ソースオーミックコンタクト層２
７３とドレインオーミックコンタクト層２７５はゲート電極１５１を介して互いに離隔す
る。
【０１２１】
　ソース電極２８３及びドレイン電極２８５は、それぞれソースオーミックコンタクト層
２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５と共に同一のパターンに形成される。
したがって、ソース電極２８３及びドレイン電極２８５もソースオーミックコンタクト層
２７３及びドレインオーミックコンタクト層２７５と同様に互いに離隔する。
【０１２２】
　また、ソースオーミックコンタクト層２７３、ドレインオーミックコンタクト層２７５
、ソース電極２８３、及びドレイン電極２８５は、ゲート電極１５１と水平方向に離隔す
る。
【０１２３】
　以上のような製造方法により、本発明の第２実施形態に係る表示装置１０２を製造する
ことができる。つまり、大面積化した表示装置１０２を効果的に製造することができるだ
けでなく、全体的な製造工程を簡素化することができる。
【０１２４】
　具体的に、アクティブ層１３１、第１キャパシタ電極１３８、ソースオーミックコンタ
クト層１７３、ドレインオーミックコンタクト層１７５、ダミーオーミックコンタクト層
１７８、ソース電極１８３、ドレイン電極１８５、及びダミー電極１８８は一つのフォト
エッチング工程によって共に形成することができる。したがって、第２実施形態によれば
、第１実施形態と比較して全体的に少なくとも一つのフォトエッチング工程を減らすこと
ができる。
【０１２５】
　また、多結晶シリコン薄膜トランジスタを用いながらも、大面積工程に不利なイオンシ
ャワーまたはイオンインプラント工程を経ずに表示装置１０２を製造することができる。
【０１２６】
　また、過エッチングを防止して安定的に表示装置１０２を製造することができる。
【０１２７】
　以下、図１７を参照して、本発明の第３実施形態に係る表示装置について説明する。
【０１２８】



(18) JP 2011-199245 A 2011.10.6

10

20

30

40

50

　本発明の第３実施形態に係る表示装置１０２は、有機発光素子７０（図２に図示）の代
わりに液晶層３００を含み、薄膜トランジスタ１０及びキャパシタ２０は第１実施形態と
同一の構造を有する。つまり、本発明の第２実施形態において、表示装置１０２は液晶表
示装置である。
【０１２９】
　液晶層３００は当該技術分野の従事者に公知された多様な液晶を含むことができる。
【０１３０】
　また、表示装置１０２は、液晶層３００を介して基板１１１と対向配置された対向基板
２１１をさらに含む。
【０１３１】
　基板１１１には薄膜トランジスタ１０のドレイン電極と接続された画素電極３１０が形
成され、対向基板２１１には画素電極３１０と対向する共通電極３２０が形成される。液
晶層３００は画素電極３１０と共通電極３２０との間に配置されて液晶が動作する。
【０１３２】
　また、表示装置１０２は、基板本体１１１及び対向基板２１１にそれぞれ付着した複数
の偏光板（図示せず）をさらに含むことができる。
【０１３３】
　また、本発明の第２実施形態に係る表示装置１０２の薄膜トランジスタ１０及びキャパ
シタ８０を製造する方法も第１実施形態と同一である。
【０１３４】
　本発明の第３実施形態において、液晶層３００及び対向基板２１１が図１７に示した構
造に限定されることではない。液晶層３００及び対向基板２１１は、当該技術分野の従事
者が容易に変更可能な範囲内で多様な構造を有することができる。
【０１３５】
　以上、上述した通り本発明について好ましい実施形態を通じて説明したが、本発明はこ
れに限定されず、次に記載する特許請求の範囲の概念と範囲を逸脱しない限り、多様な修
正及び変形が可能であることを、本発明が属する技術分野における者であれば簡単に理解
するはずである。
【符号の説明】
【０１３６】
　１０、２０　薄膜トランジスタ
　７０　有機発光素子
　８０　キャパシタ
　１０１、１０２　表示装置
　１１１　基板
　１２０　バッファ層
　１３１、２３１　アクティブ層
　１３８、２３８　第１キャパシタ電極
　１４０　ゲート絶縁膜パターン
　１５１　ゲート電極
　１６０　エッチング防止膜パターン
　１７３、２７３　ソースオーミックコンタクト層
　１７５、２７５　ドレインオーミックコンタクト層
　１８３、２８３　ソース電極
　１８５、２８５　ドレイン電極
　２７８　ダミーオーミックコンタクト層
　２８８　ダミー電極
　９１０、９２０　駆動回路
　ＣＬ　キャパシタライン
　ＤＡ　表示領域
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　ＤＬ　データライン
　ＧＬ　ゲートライン
　ＮＡ　非表示領域
　ＰＥ　画素領域
　ＶＤＤ　共通電源ライン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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